
令和６年度 磁気探査積算基準 一部改正 新旧表 

現 行 改 正 備 考 

別表第１ 

 (1)諸経費率標準値 

対 象 額  100万円以下   100万円を超え3000万円以下  3000万円を超えるもの 

 適用区分等  下記の率とする  (2)の算定式により求められた率 

 とする。ただし，変数値は下記に 

 よる。 

 下記の率とする 

Ａ  ｂ 

 率又は変数値 59.9％ 285.3 -0.113 40.8％ 
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